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テレビ CM でもよく耳にする「ふるさと納税」ですが、今年の分の締め切りを前に 12 月は

駆け込みで寄付をする方も多いのではないでしょうか。お得な返礼品が手に入ると人気の

制度ですが、地震や豪雨災害などの被災地に寄付をする手段としても活用されています。 

 

■そもそも、ふるさと納税ってどんなもの？ 

 

ふるさと納税は、もともとは、故郷を離れて都会で生活する方が生まれ育った故郷に貢献

できるように創設された制度です。しかし、実際は故郷ではなくても自分が選んだ自治体

へ寄付を行うことができます。年間の寄付金合計額から 2，000円の自己負担分を除いた分

が所得から控除できる上、自治体から「返礼品」として地方の特産品などを受け取ること

ができるので利用する方は次第に増えています。総務省が発表した「平成 30年度ふるさと

納税に関する現況調査」によりますと、平成 29年のふるさと納税額は、約 3,482億円で前

年の約１.3倍以上です。 

 

競うかのように各自治体には魅力的な返礼品があふれ、一部では換金性の高い商品券やプ

リペイドカード、高額な電化製品など、制度の趣旨に合わないと思われるものもありまし

た。そこで、総務省から返礼品の割合は寄付金の 3 割までとするよう通知が出され、現在

では各自治体で返礼品の内容も見直されてきています。 

 

■ふるさと納税はどうやればいいの？ 

 

ふるさと納税を行う際には、寄付をする自治体の情報が集まっているポータルサイトを利

用すれば、地域別、または返礼品の種類別といったように寄付をする自治体を選べます。

所得税の還付および翌年の住民税控除を受けるには確定申告が必要ですが、サラリーマン

の方は、確定申告が不要となる「ワンストップ特例制度」もあります。 

  

「ワンストップ特例制度」を利用するには以下の全てに当てはまることが条件になります。 

 

・寄付をする人がサラリーマンで、年収 2,000 万円以下であること（医療費控除を受けた

い場合や、住宅ローン控除申請の最初の年になる人は確定申告で行う） 

・1月 1日から 12月 31日の間で、ふるさと納税をした自治体が 5か所以下であること 

・寄付の都度、ワンストップ特例申請書と個人番号（マイナンバー）および本人を確認で

きる書類を自治体に郵送していること（同じ自治体に複数回の場合は１か所とカウント。



但し、寄付の都度ワンストップ特例申請書の郵送をしていること） 

 

実質 2,000 円の自己負担でふるさと納税を行うには、自分がいくらまで寄付できるのかと

いう上限額を把握しておく必要があります。その金額は年収や家族構成、所得控除額など

により異なりますので、ポータルサイトのシミュレーションなどで確認しましょう。 

 

■被災地応援にもふるさと納税が活躍 

 

最近の日本では地震や台風などの自然災害による被害をうけるニュースが後を絶ちません。

そんな被災地を応援する手段として、ふるさと納税を利用することができます。被災地に

「返礼品なし」で寄付をすることで、被災地にお金を届けることができるのです。 

 

また、ふるさと納税で寄付を行う際には、子育て支援、高齢者のための支援、地場産業の

発展のためなどといったように寄付金の使い道を指定できる仕組みになっています。この

ような仕組みとネット上で不特定多数の人から資金を集めるクラウドファンディングをコ

ラボした動きも出てきています。 

 

最近のふるさと納税は、お得な制度から、本来の趣旨である地方を応援するというかたち

に戻りつつあるようです。 

 


